
これまでの経過について

２ 検討体制

３つの検討会議

庁内会議
（こどものまち前橋推進本部）

有識者会議
（こどものまち前橋有識者会議）

こども・若者会議
（こどものまち前橋若者会議）

・市⾧を本部⾧とし庁議メンバーで
構成（25名）

・庁内におけるこども施策の検討、調整
等を実施

・既設の社会福祉審議会児童福祉専門分
科会（子ども・子育て会議）委員、教
委関係者、弁護士
（17名）

・専門的な見地、子育て当事者としての
知見で審議

・大学生７名の委員で構成
・若者の当事者として審議
・こどもからの意見聴取方法について、
ワークショップなどの運営員としての
活動を通じて検討

資料１

１ 基本方針

こども基本条例の制定、こども計画の策定を令和８年４月１日施行を目指して検討する。

ワーキンググループ

こども基本条例WG こども計画WG

・若手職員も含めた関係部課によるワーキンググループを設置して、そ
れぞれの詳細部分を検討
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教育委員会との連携

総合教育会議

・市⾧、教育⾧、教育委員による協議・調整の場



番号 こどものまち前橋有識者会議

1 田村 身和子 （前橋市PTA連合会）

２ 香山 美幸 （前橋市立保育所保護者会連絡協議会）

3 内田 達也 （前橋市私立幼稚園・認定こども園協会）

4 鳥島 雅彦 （前橋市民生委員・児童委員連絡協議会）

5 塚本 茂二 （前橋市青少年健全育成会連絡協議会）

6 木暮 裕作 （連合群馬前橋地域協議会）

7 戸所 誠 （前橋市医師会）

8 都丸 貴博 （前橋青年会議所）

9 横澤 伸子 （障害児相談支援事業所相談支援専門員）

10 田中 章宏（前橋市私立保育園・認定こども園⾧連絡協議会）

11 森 静子 （学校法人東京慈恵学園 非常勤講師）

12 石川 浩二 （前橋市私立幼稚園・認定こども園PTA連合会）

13 中村 保和 （群馬大学共同教育学部 准教授）

14 守山 俊尚 （前橋市幼保連携型認定こども園協会）

15 山中 茂樹 （前橋市立小中学校校⾧会）

16 佐藤 博之 （前橋市社会教育委員会議）

17 栗田 洋亮 （群馬弁護士会）

番号 こどものまち前橋若者会議

1 齋藤 舞奈 （共愛学園前橋国際大学）

2 二上 愛音 （共愛学園前橋国際大学）

3 林 萌那 （群馬大学医学部）
4 佐藤 漱太郎 （群馬大学理工学部）

5 大畠 碧 （群馬大学情報学部）

6 吉野 涼 （群馬大学共同教育学部）

７ 村田 壱成 （前橋工科大学）

※（ ）は推薦団体

行政管理課（条文に関すること）
共生社会推進課（人権に関すること）
障害福祉課（障害児に関すること）
産業政策課（事業所に関すること）
教育委員会総務課（教育委員会に関すること)
教育支援課（いじめ、不登校、ヤングケアラーに関すること）
こども支援課（事務局、児童虐待、ヤングケアラーに関すること）

政策推進課（総合計画に関すること）
共生社会推進課（人権に関すること）
教育委員会総務課（教育委員会に関すること）
こども支援課（事務局、こども政策に関すること）

●こども基本条例ワーキンググループ

●こども計画ワーキンググループ
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３ 会議等の開催状況

こどものまち前橋推進本部

第１回会議 ５月７日 庁内における検討推進体制の構築、検討内容等の共有
啓発事業 ７月４日 こどもまんなかアクションリレーシンポジウムin前橋の開催

こどものまち前橋有識者会議

第１回会議 ６月１８日 専門家、子育て当事者による検討推進体制の構築、検討内容等の共有

こどものまち前橋若者会議

第１回会議 ６月２９日 若者（大学生）による検討推進体制の構築、検討内容等の共有
第２回会議 ７月３０日 こども向けワークショップの内容検討
第３回会議 ８月２５日 小中学生向けワークショップの開催
第４回会議 ９月１６日 高校生向けワークショップの開催

こども基本条例ワーキンググループ

第１回会議 ６月１２日 関係課による検討体制の構築、検討内容等の共有
第２回会議 ８月１６日 条例骨子案の検討

第１回会議 １０月４日 関係課による検討体制の構築、検討内容及び
アンケート調査内容等の共有

こども計画ワーキンググループ

3
タウンミーティング

１１回開催 様々な世代、立場の方々から意見聴取

総合教育会議

第１回会議 7月１６日
議題：こどもの「生きる力」

を育むために～教育・
福祉・医療との協働～

検討内容等の共有



４ 意見聴取、市民啓発の状況

◆日時、会場：６月１８日（火）１５時～１６時 総合福祉会館 第3会議室
◆出席者：委員１４名

こどものまち前橋有識者会議
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◆会議での主な意見

・こどもを「こども」としてではなく一人の「ひと」として見るべきであり、そのことを大事にして条例などを作っていくべき。

・障害をもったこどもたちも同じこどもとして条例に盛り込んで作っていただけたらと思う。

・条例などを検討していく時は、大人の目線だけでなくこどもの目線でも考えていきたい。

・国では昨年度こども基本法が施行されたところであり、まだしっかり根付いているとは言えない状況。
市が条例を制定することですべてのこどもに権利があるんだということが根付いていくと思う。

・こどもの権利条約のひとつである「参加する権利」にあるように、こどもの視点でしっかりと意見を聴くことで、改めて
良い施策が整っていくと考える。

タウンミーティングでの意見

◆高校生タウンミーティング「前橋の未来について考えよう！」（8月開催）

Q）前橋市が日本一子育てしやすいまちになるためには…？

・子育てに悩む親が相談したり話し合って悩みを解決できるようなイベントを開催したらどうか。

・こども食堂のような、ひとり親や経済的に大変な家庭のこどものために地域と行政が繋がるような政策を考えると良いと思う。

・男性の育休取得率を日本一にする。



◆目的、概要
“こどもの未来が輝く前橋“の実現に向けて、地域や関係者が一体となってこどもや子育てに優しいまちづくりを推進していく
ため社会全体の機運の醸成を図ることを目的にシンポジウムを開催した。
シンポジウムでは加藤鮎子こども政策担当大臣に基調講演を行っていただき、その後、小川市⾧をはじめ５人のパネリストに
よるこどもまんなか社会について、自身の思いや取組などを交えてパネルディスカッションを行った。

◆日時、会場：７月４日（木）１５時～１６時 群馬会館 ２階ホール
◆参加者数：２１５名

◆傍聴者の意見（アンケートから）

・「こどもまんなか」のゴールを大人が共通意識として持つことがまず大切。
「こどもが安心して健康に活き活きと自立していける社会に目を向けられる

大人になること」そこからの循環で社会は変わっていくと思う。

・声をあげられない人の方が生きづらさや問題を抱えていると思う。

・子育てのしやすい社会はどんな人も生きやすいだろうと思う。

・大学生の言葉に刺激を受けた。こども達や若者達の意見を聴ける機会に大人
達が自分ごととして参加して学ぶことが重要だと感じた。 ◆パネルディスカッションの様子

こどもまんなかアクションリレーシンポジウムin前橋の開催
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◆パネルディスカッションでの意見

・こどもや若者が主体となった発言や活動の場が設けられることで
市政への関わりが実感できる。その第一歩となる架け橋を渡すことが
大人たちに求められている。



こども向けワークショップの開催

◆目的、概要
こどもの権利に関する条例の制定に向けて、こどもへの周知と意見聴取の場としてワークショップを開催した。
こども達自身がこどもの権利について学ぶとともに、こどもの権利に関する意見交換を行った。
※こどものまち前橋若者会議委員による運営サポートにより実施した。
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◆日時、会場：８月２５日（日）９時～１２時 保健センター 会議室
◆参加者数：１９名 （小学5年生2名、小学6年生8名、中学1年生7名、中学2年生1名、中学3年生1名）
◆若者委員：７名 （大学生）

小中学生ワークショップ 「みんなで考えよう！こどもの権利」

◆大切だと思う権利

生きる権利：生きていないと何もかもができないから。
育つ権利：いろいろな経験をして成⾧できる。
守られる権利：生きる権利も育つ権利も守られているからできることが多い。

◆その他意見や感想

・人権、権利があるからこそ当たり前だと思った生活ができる。

・あまり意識して生活してなかったけど、権利について考えながら生活したい。

・楽しくこどもの権利を知れたのでよかった。

・こどもがたくさんのことに参加することでたくさんの経験ができるから「参加
する権利」は大切。

◆グループワークの様子

◆発表の様子 9

参加者からの意見



高校生ワークショップ 「みんなで話そう！こどもの権利」

◆日時、会場：９月１６日（月、祝）１６時～１８時 高校生学習室
◆参加者数：２０名 （高校1年生3名、高校2年生8名、高校3年生９名）
◆若者委員：５名 （大学生）

◆「大切にしたい権利」と「自分たちで考えた権利」（こどもの権利条約から）

Ａ）第２条：差別されない権利 ➡「こどもが貧富の差に悩まなくていい社会を求める権利」
Ｂ）第28条：教育を受ける権利 ➡「自己形成の準備をする権利」
Ｃ）第６条：生きる権利、育つ権利 ➡「生きることに希望を持つ権利」
Ｄ）第36条：誰からも幸せを奪われない権利 ➡「幸せを見つける権利 ～Looking for own happiness～」
Ｅ）第31条：休んだり遊んだりする権利 ➡「守られた環境の中でこどもらしく楽しめる権利」

◆グループワークの
様子

◆大切にしたい権利に込める想い

・こどもの立場でも自分たちが望めば教育などの支援を享受しやすい社会になって
ほしい。大人たちにもこどもが権利を持つことを知ってほしい。

・学校教育のみではなく社会に出たときに使う実用的なマナーなどを学ぶ機会
（教育）にも焦点を当てたい。

・親としての責務を果たし、こどもを愛すること、こどもを一人の人間として扱って
対話をしてほしい。

・ひとつの幸せを守るのではなく各々が幸せを見つけるところも守ってほしいと思う。

・こどもの行動範囲を広げ自立を促してほしい、その過程を社会全体で見守ってほしい。

◆発表の様子
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参加者からの意見

出された意見は、今後、条例案に反映



❸要支援家庭学習支援チーム

まえばし学習支援事業（Ｍチェンジ）
こどもの生活・学習支援事業（大学等受験料補助）

こ 福教

❶連携推進チーム

連携状況の集約、連携先の調整

こ 教

❺発達支援チーム

障害児通所支援（児童発達支援、放課後等デイ、保育所等訪問支援）
発達相談、障害児保育、特別支援教育、年⾧児の発達・就学相談

こ 福教

❹相談支援・ヤングケアラー支援チーム

配偶者暴力相談支援
ヤングケアラー、児童虐待・要保護児童・特定妊婦等の支援
児童生徒の虐待・家庭支援

こ 教 市

❻医療的ケアチーム

地域生活支援（医療的ケア支援）、訪問看護、養育医療
難病・小児慢性特定疾病の相談、医療費支給認定
子育て施設・学校での医療的ケア

こ 福教 健

❾就労支援チーム

ひとり親就労支援、保育施設、認可外保育施設
雇用促進、勤労者福祉

こ 産

➓外国人支援チーム

保育施設・学校における外国人児童等の日本語支援
国際交流、多文化共生事業

こ 教 文

⓬まちづくりチーム

こどもまんなかまちづくり事業（こども計画と都市再生整備計画の連携）

こ 教 都 建

こ こども未来部

文 文化スポーツ観光部

市 市民部

教 教育委員会事務局

福 福祉部

健 健康部

産 産業経済部

都 都市計画部

建 建設部

凡例

農 農政部
⓫食育推進チーム

保育施設・学校における食育推進
こどもの食育推進、地産地消

こ 教 健 農

❷要支援家庭自立支援チーム

生活困窮者自立支援事業（フードバンク）
こどもフードパントリー事業

こ 福 産

総 総務部
❼施設連携チーム

特定教育・保育施設・幼稚園、児童館、放課後児童クラブ、子育てひろば
中央児童遊園（るなぱあく）、赤城少年自然の家、おおさる山乃家
児童文化センター、こども図書館、前橋プラザ元気２１

こ 教 建産

消 消防局

未 未来創造部

➑安全支援チーム

防災教育支援、移動支援、交通安全教育支援、防犯教育支援
消費者教育支援、通学路の安全確保、通学路の安全指導、救急救命指導

教 市総 建 消未

5 こども施策の連携推進（チームズ）

こども施策を組織横断的な連携によって推進するとともに、連携状況を可視化するため、施策に関係
する係⾧級職員等による組織横断的な「チーム」で連携して実施する。（全体＝チームズ）
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